
お
知
ら
せ

結
び
や
す
く
持
ち
や
す
く
な
り
ま
し
た

取
っ
手
付
き
ご
み
袋 

販
売
中

内
容
量
は
30
リ
ッ
ト
ル
で
両
側
面
に
折
り
込
み
が

あ
り
、
入
る
量
は
こ
れ
ま
で
の
平
型
タ
イ
プ
と
変

わ
り
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
一
度
お
試
し
く
だ
さ
い
。

※
販
売
す
る
取
っ
手
付
き
ご
み
袋
は
も
や
す
ご
み

（
中
）の
み
で
す
。（
大
）や（
小
）は
従
来
の
平
型
タ

イ
プ
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※（
中
）の
平
型
タ
イ
プ（
10
枚
入
り
２
０
０
円
）も

引
き
続
き
販
売
し
ま
す
。

問 

廃
棄
物
対
策
課
☎
９
５
１・３
２
３
１

那
覇
市
長
選
挙（
那
覇
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
）

の
立
候
補
手
続
き
な
ど
の
説
明
会
に
つ
い
て

平
成
30
年
10
月
21
日（
日
）執
行
予
定
の
那
覇
市
長

選
挙（
那
覇
市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
）の
立
候
補
予

定
者
に
対
す
る
説
明
会
を
行
い
ま
す
。

日 

８
月
29
日（
水
）13
時
30
分
～

場 

市
役
所
本
庁
12
階　
第
２
研
修
室

※
市
議
補
選
の
説
明
会
は
、
説
明
会
当
日
ま
で
に

市
議
補
選
が
確
定
し
た
場
合
、
同
時
に
行
い
ま
す
。

※
本
庁
舎
内
駐
車
場
は
有
料
で
す
。

問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
９
５
１・３
２
１
５

「
沖
縄
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
選
挙

人
名
簿
」
へ
の
登
載
申
請
に
つ
い
て

対 

漁
業
法
第
86
条
の
規
定
に
よ
り
、
沖
縄
県
海
区

漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者

【
申
請
方
法
】
登
載
申
請
書
を
各
漁
業
協
同
組
合
・

船
主
組
合
を
通
じ
て
、
ま
た
は
、
直
接
、
那
覇
市

選
挙
管
理
委
員
会
へ
提
出

期 

９
月
１
日（
土
）
～
９
月
５
日（
水
）

問 

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
９
５
１・３
２
１
５

那
覇
市
重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
等
助
成

「
自
動
償
還
方
式
」
が
利
用
で
き
ま
す

こ
の
医
療
費
助
成
を
受
け
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
障

が
い
福
祉
課
窓
口
に
領
収
書
を
持
参
の
う
え
、
申

請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
８
月
１

日
以
降
は
県
内
協
力
医
療
機
関
で
の
受
診
の
際
に

健
康
保
険
証
と
受
給
者
証
を
提
示
し
、
病
院
窓
口

で
医
療
費（
保
険
適
用
分
）を
全
額
支
払
う
こ
と
で
、

後
日
助
成
金
が
自
動
的
に
指
定
口
座
へ
振
り
込
ま

れ
ま
す
。
対
象
者
へ
は
自
動
償
還
用
の
受
給
者
証

（
空
色
）を
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
自
動
償
還
方
式
は
平
成
30
年
８
月
１
日
以
降
の

診
療
分
が
対
象
で
す
。

※
こ
れ
ま
で
の
ピ
ン
ク
色
の
受
給
者
証
は
ご
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

問 

障
が
い
福
祉
課
☎
８
６
２・３
２
７
５

無
縁
遺
骨
仮
安
置
所
慰
霊
祭

市
の
無
縁
遺
骨
仮
安
置
所
に
は
、
公
共
工
事
な
ど

で
発
見
さ
れ
た
無
縁
遺
骨
、
身
元
不
明
の
行
旅
死

亡
人
、
引
取
人
の
い
な
い
死
亡
者
の
遺
骨
を
仮
安

置
し
、
毎
年
遺
族
に
代
わ
っ
て
慰
霊
祭
を
執
り

行
っ
て
い
ま
す
。

日 

８
月
10
日（
金
）15
時
～

場 

市
無
縁
遺
骨
仮
安
置
所
前（
識
名
霊
園
内
）

問 

環
境
保
全
課
☎
９
５
１・３
２
２
９

今
日
だ
け
必
要
…
衣
装
や
食
器
が
借
り
ら
れ
ま
す

エ
コ
マ
ー
ル
那
覇
プ
ラ

ザ
棟
で
は
、
ご
み
の
減

量
や
リ
サ
イ
ク
ル
を
推

進
す
る
た
め
衣
装
や
食

器
の
貸
し
出
し
を
行
っ

て
い
ま
す
。
資
源
化
物

と
し
て
収
集
し
た
衣
類

の
中
か
ら
選
別
し
た
着

物
や
ド
レ
ス
を
無
料
で

貸
し
出
し
し
て
い
ま
す
。

皿
や
コ
ッ
プ
な
ど
の
食

器
の
レ
ン
タ
ル
も
行
っ

て
い
ま
す
。

問 

エ
コ
マ
ー
ル
那
覇
プ
ラ
ザ
棟

☎
８
８
９・５
３
９
６

風
し
ん
無
料
抗
体
検
査

日 

毎
週
火
曜
日

　

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時
～
15
時

場 

市
保
健
所（
相
談
室
１
０
５
） 　
内 

血
液
検
査

対 

市
内
在
住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性

②
妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
の
配
偶
者
や
同
居
者
な

ど③
風
し
ん
の
抗
体
価
が
低
い
妊
婦
の
配
偶
者
や
同

居
者
な
ど

※
た
だ
し
、
過
去
に
風
し
ん
抗
体
検
査
を
受
け
た

こ
と
が
あ
る
人
、
明
ら
か
に
風
し
ん
の
予
防
接
種

歴
が
あ
る
人
、
検
査
で
確
定
診
断
を
受
け
た
風
し

ん
既
往
歴
が
あ
る
人
は
除
き
ま
す
。

費 
無
料（
事
前
予
約
が
必
要
）

※
結
果
は
後
日
郵
送
に
て
通
知
し
ま
す
。

問 
保
健
所 
保
健
総
務
課
☎
８
５
３・７
９
７
１

あ
な
た
の
肝
臓
大
丈
夫
？
生
活
習
慣
と
肝
臓
病

日 

８
月
29
日（
水
）15
時
～
16
時
30
分

（
受
付
14
時
30
分
～
）

場 

市
保
健
所
３
階
大
会
議
室

内 

生
活
習
慣（
食
べ
す
ぎ
・
運
動
不
足
に
よ
る
肥
満

や
お
酒
の
飲
み
す
ぎ
）と
肝
臓
病

【
講
師
】
仲
吉　

朝
史 

氏（
な
か
よ
し
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク　
肝
臓
専
門
医
）

対 

市
民　
定 

80
人　
費 

無
料　
申 

不
要

※
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問 

保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３・７
９
６
１

平
成
30
年
度 

那
覇
市
が
ん
検
診
の
実
施

対 

国
保
加
入
者
、
後
期
高
齢
者
、
生
活
保
護
受
給

者
、
協
会
け
ん
ぽ
被
扶
養
者
な
ど
、
職
場
や
医
療

保
険
で
の
検
診
の
補
助
が
な
い
人　

期 

平
成
31
年
３
月
31
日
ま
で

国
保
加
入
者
▼
国
保
証
１
枚
で
受
診
可
能

国
保
加
入
者
以
外
▼
保
険
証
と
受
診
券
が
必
要

※
受
診
券
が
手
元
に
な
い
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３・７
９
６
１

20
～
30
代
の
た
め
の
生
活
習
慣
病
予
防
健
診

日 

火
曜
の
９
時
～
15
時

　

 

８
月
の
日
程
／
14
日
・
28
日

場 

市
保
健
所
１
階　

内 

身
体
測
定
、
血
液
・
尿
検
査
、
保
健
・
栄
養
指

導（
１
時
間
程
度
で
終
了
予
定
）

対 

20
代
～
30
代
の
市
民（
国
保
加
入
者
は
特
定
健
診

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

費 

無
料　
申 

電
話
予
約

問 

保
健
所 

健
康
増
進
課
☎
８
５
３・７
９
６
１

エ
イ
ズ（
Ｈ
Ｉ
Ｖ
）な
ど
の
無
料
匿
名
検
査

①
即
日
無
料
匿
名
検
査（
要
予
約
）

日 

月
・
水
・
金

　

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時
～
15
時

内 

Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
梅
毒
・
ク
ラ
ミ
ジ
ア

②
Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
梅
毒
無
料
匿
名
夜
間
検
査（
要
予
約
）

日 

８
月
１
日（
水
）17
時
～
20
時

③
肝
炎
ウ
イ
ル
ス（
Ｂ
型
・
Ｃ
型
肝
炎
）検
査（
要
予

約
）※
市
民
対
象

日 

月
・
水
・
金

　

 

９
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時
～
15
時

※
肝
炎
検
査
は
初
め
て
の
人
の
み
無
料

場 

①
②
③
共
通　
市
保
健
所（
相
談
室
１
０
５
）

問 

保
健
所 

保
健
総
務
課
☎
８
５
３・７
９
７
１

Information

日 日時　内 内容　費 費用
期 期間　対 対象　申 お申し込み
場 場所　定 定員　問 お問い合わせ

講座・催し物などで特に記載のないも
のは誰でも参加可（申し込み不要）です。

検診名 検査項目 集団検診 個別検診

胃がん
（40歳以上） バリウム 1,000 円 1,500 円

大腸がん
（40歳以上） 便潜血 600 円 600 円

肺がん・結核
（40歳以上）

レントゲン 400 円 400 円

レントゲン＋
喀啖検査 1,100 円 1,100 円

子宮がん
20歳以上の偶数年齢 頸部 800 円 1,000 円

乳がん
40歳以上の
偶数年齢

マンモ 700 円 900 円

エコー ― 600 円

歯周病
40,50,60,70歳 口腔内 ― 1,300 円

※年齢は、平成 31 年 3 月 31 日時点の年齢です。
※後期高齢者、生活保護受給者は、自己負担はありません。

８月から、高額療養費の自己負担限度額が次のとおり変更になりま
す。「現役並みⅠ」「現役並みⅡ」に該当する人は「限度額認定証」
の申請が必要になる場合がありますので、ご留意ください。

平成３０年８月からの上限額（７０歳以上）

適用区分 外来＋入院　
　(世帯ごと)外来

 (個人ごと)

現
役
並
み

現役並みⅢ
課税所得690万円以上

252,600円+（医療費総額ー842,000
円）×1％〈140,100円※2〉

現役並みⅡ
課税所得380万円以上

167,400円+（医療費総額ー558,000
円）×1％ 〈93,000円※2〉

現役並みⅠ
課税所得145万円以上

80,100円+（医療費の総額ー267,000
円）×1％〈44,400円※2〉

一
般

課税所得
145万円未満

18,000円
年間上限額　　

144,000円※1

　57,600円   　
〈44,400円※2〉

住
民
税
非
課
税

低Ⅱ
住民税非課税世帯※3

8,000円

24,600円

低Ⅰ
住民税非課税世帯※3
(年金収入80万円以下など）

15,000円

※ 1 は、自己負担額の年間（8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までの間）限度額
※ 2  〈 〉内の金額は、過去 12 か月以内に４回以上高額療養費の支給があった場合の

4 回目以降の限度額です。
※ 3　住民税非課税世帯については、従来通り、限度額適用・標準負担減額認定証を交

付します。

 70 歳以上の国保加入者のみなさん
高額療養費の限度額が変わります

国民健康保険課　☎ 862-4262

（　　　　　 ）

新
た
に「
限
度
額
認
定
証
」の
申
請
が
必
要

}
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